
初回のみ

〈共同引受保険会社（令和8年4月予定）〉
あいおいニッセイ同和　共栄火災　損保ジャパン　大同火災　東京海上日動　日新火災　三井住友海上　AIG損保

令和7年12月作成　25T-001460

〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル8階
URL. https://www.sportsanzen.org

資 料請 求3
※平日 9：00～17：00 資料請求以外のご照会はお受けできません。

各種資料のご請求は、スポーツ安全協会ホームページ または お電話（ 0120-222-410※）で
受付けております。

幹事保険会社：
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4 ラ・メール三番町10階 
担当課：公務第二部 文教公務室　 0120-233-801

加入手続き1

「スポあんネット」URL https://www.sportsanzen.org/spoannet/

各種お手続き・お問い合せ先4
インターネットから受付けております。

STEP2STEP1 IDを取得 名簿作成・登録 STEP3 支払い
｢スポあんネット｣を利用するための
会員登録を行い、会員IDを取得。
※会員IDをお持ちの団体は、
再度会員登録を行う必要は
ありません。年度ごとの
会員登録は不要です。

｢スポあんネット｣にログインをし、
団体員名簿を作成の
うえ、掛金の支払方法
を選択。

選択した方法で支払期限内に掛金
およびシステム利用料を支払う。
※コンビニエンスストア
またはPay-easyでの
お支払いとなります。

■この保険は同一団体で1口しか加入できません。 ■複数の団体に所属されている方は、団体ごとにご加入ください。 ■年度途中での加入区分の変更はできません。
全ての加入区分におけるご注意！

スポーツ
活動

文化
活動等

危険度の
高い
スポーツ
活動

加入対象者
加入区分 補償対象となる団体活動 （学校管理下を除く）

※加入手続きをいただいた団体の活動に限ります。

子ども
（中学生以下）

※特別支援学校高等部の生徒を含む

全年齢

大人
（高校生以上）

子ども
（中学生以下）
※特別支援学校
高等部の生徒を含む

大人
（高校生以上）

スポーツ
活動 文化活動 ボランティア

活動 地域活動A1

加入区分は加入者ごとに
ご選択ください。

CW
64歳以下

BW
65歳以上

B
65歳以上

スポーツ活動
（指導・審判を含む）

C
64歳以下

D 危険度の高いスポーツ活動（指導・審判を含む）

AW

準備・片付け・応援・団体員の送迎 ※送迎中の自動車事故については、
　賠償責任保険の対象となりません。

文化活動 ボランティア活動 地域活動A2
A2区分は65歳
以上の方も
加入できます。

64歳以下はC区分、65歳以上はB区分となります。
年齢の判断は、「令和8年4月1日」を基準とします。
！

64歳以下はCW区分、65歳以上はBW区分と
なります。
年齢の判断は、「令和8年4月1日」を基準とします。

！

　　区分の補償となる団体活動に加え、
個人活動も対象
A1

区分の補償となる団体活動に加え、
個人活動も対象
C

区分の補償となる団体活動に加え、
個人活動も対象
B

ワ
イ
ド
コ
ー
ス（
個
人
活
動
補
償
型
）

運動競技および身体運動であって、心身の健全な発達を図るためにされるものをいいます。なお、次の活動もスポーツ活動となります。（危険度の高いスポーツ活動はＤ区分での加入となります。）
●各種体操、太極拳、ヨガなどのフィットネス ●各種ダンス、バレエ、阿波踊り、よさこい、よさこいソーラン、バトントワリング、カラーガードなどのダンス、踊り
●ウォーキング、ハイキング、釣り、キャンプ、サイクリングなどの野外活動 ●運動会、球技大会など

◉団体活動を行う4名以上の方々でご加入ください。
団体員の年齢、スポーツ活動の有無、スポーツ活動の種類および補償範囲によって加入区分が異なります。

■スポーツ活動とは、次の活動を言います。

■A2区分ではスポーツ活動（指導・審判を含む）中の事故は補償の対象とはなりません。
ボランティア、地域活動、団体活動の支援であってもその活動にスポーツ活動が含まれる場合や、加入団体でのスポーツ活動中の事故を含めて補償を受けたい場合は、
C区分、B区分またはD区分でご加入ください。

加入区分・掛金・補償額
入・通院保険金は医療費の実費ではなく、下表のとおり1日当たりの定額保険金が支払われます。（各自治体の助成等で治療費が
かからない場合でもお支払いの対象となります。）手術保険金についてはP.5傷害保険「支払われる保険金」（5）をご覧ください。
自動車事故によって賠償責任を負った場合は対象外となります。
P.6賠償責任保険「保険金が支払われない主な場合」（2）③をご確認のうえご加入ください。

傷害保険

賠償責任保険

年間掛金には、制度運営費10円（税込み）が含まれます。

3,000万円 4,500万円 4,000円 1,500円 180万円800円 団体活動中
と

その往復中

対人・対物賠償
合算1事故 5億円
（ただし、対人賠償は1人 2億円）

600万円 1,800円 1,000円900万円 180万円1,200円 団体活動中
と

その往復中

対人・対物賠償
合算1事故 5億円
（ただし、対人賠償は1人 2億円）

2,000万円 4,000円 1,500円3,000万円 180万円2,000円
団体活動中

と
その往復中

対人・対物賠償
合算1事故 5億円
（ただし、対人賠償は1人 2億円）

500万円 750万円 1,800円 1,000円 180万円11,000円 団体活動中
と

その往復中

対人・対物賠償
合算1事故 5億円
（ただし、対人賠償は1人 2億円）

2,000万円 4,000円 1,500円3,000万円 180万円800円 団体活動中
と

その往復中

対人・対物賠償
合算1事故 5億円
（ただし、対人賠償は1人 2億円）

対象
範囲

突然死葬祭
費用保険
支払限度額

死亡 後遺障害
（最高）

年間掛金
（1人当たり）

賠償責任保険
支払限度額
（免責金額なし）

傷害保険金額
事故の日からその日を含めて180日以内

入院
日額

1日目から/
180日限度

通院
日額

1日目から/
30日限度

中途加入・中途脱退の場合
でも年間掛金を適用します。

2,100万円 5,000円 2,000円

100万円 1,000円 500円

3,150万円

150万円 対象外

180万円
5,000円

団体活動中
と

その往復中

上記以外

対人・対物賠償
合算1事故 5億500万円
（ただし、対人賠償は1人 2億500万円）

対人・対物賠償
合算1事故 500万円

700万円 2,800円 1,500円

100万円 1,000円 500円

1,050万円

150万円 対象外

180万円
5,000円

上記以外

団体活動中
と

その往復中

対人・対物賠償
合算1事故 5億500万円
（ただし、対人賠償は1人 2億500万円）

対人・対物賠償
合算1事故 500万円

3,100万円 4,650万円 5,000円 2,000円

対象外

細菌性・ウイルス性食中毒の場合、保険金額はA1区分と同額

細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません。

就業中（職務として団体活動の指導にあたる場合など）、
細菌性・ウイルス性食中毒の場合、保険金額はC区分と同額

就業中、細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません。

就業中（職務として団体活動の指導にあたる場合など）、
細菌性・ウイルス性食中毒の場合、保険金額はB区分と同額

就業中、細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません。

180万円
1,450円

100万円 150万円 1,000円 500円

団体活動中
と

その往復中

上記以外

対人・対物賠償
合算1事故 5億500万円
（ただし、対人賠償は1人 2億500万円）

対人・対物賠償
合算1事故 500万円

■加入手続きに不備がありますと、保険金が支払われないことがあります。

●山岳登はん（注1）●アメリカンフットボール ●ボブスレー、リュージュ、スケルトン●スカイダイビング
●航空機（グライダーおよび飛行船を除く。）の操縦 ●超軽量動力機（注2）、ハンググライダー（注3）、ジャイロプレーンの搭乗
●その他これらに類するスポーツ活動
（注1）冬山登山、岩登り、沢登り、フリークライミング（スポーツクライミングを除く。）など特殊な技術と経験を要するもの。（具体的には、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの）
（注2）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
（注3）パラグライダーの搭乗は、C区分またはB区分となります。

■危険度の高いスポーツ活動とは、次の活動を言います。

事故通知・保険金請求手続き2

事故発生のご連絡が遅れたり、保険金請求書その他の必要書類のご提出がない場合には、保険金が支払われないことや、減額して支払われるこ
とがあります。保険金請求権には、時効（3年）がありますのでご注意ください。保険金請求の際には、保険金請求書に事故日時点での団体代表者
の記名・捺印が必要となります。未成年者が被保険者の場合、保険金請求書および示談書に親権者の署名・捺印が必要です。

！
ご注意

①団体名 ②団体代表者氏名（フリガナ）、電話番号 ③
負傷者の住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号 ④加
入依頼番号 ⑤加入手続日 ⑥加入区分 ⑦事故の日時、
場所、詳細状況 ⑧傷害の内容 ⑨入院の有無
※事故通知後、被保険者（負傷者）へ保険金請求に必要な
書類一式が直接送付されます。
※入通院保険金請求額の合計が30万円以下の場合は、東京海上日動
からの求めがない限り、原則医師の診断書のご提出は不要です。

速やかに電話で下記東京海上日動のスポーツ安全
保険コーナーへ次の事項をご連絡ください。

①団体名 ②団体代表者氏名、電話番号 ③加害者および負
傷者（物の場合は所有者など）の住所、氏名、年齢、電話番号 
④加入依頼番号 ⑤加入手続日 ⑥事故の日時、場所、原因、
詳細状況 ⑦身体の障害または物損（※1）の程度など
（※1）物損については、状況が把握できるよう現場写真や修理見積書を
とっておいてください。

※示談交渉は被保険者（加害者）に行っていただきます。なお、示
談に際しては、事前に東京海上日動と十分ご相談ください。東京
海上日動の承認を得ずに示談をされた場合には、示談金額の全部
または一部について保険金として支払われない場合があります。

①団体名 ②団体代表者氏名（フリガ
ナ）、電話番号 ③被災者の住所、氏名
（フリガナ）、年齢、電話番号 ④加入依
頼番号 ⑤加入手続日 ⑥加入区分 ⑦
事故の日時、場所、詳細状況 ⑧死亡日
時・原因（病名）

スポあんネットの事故通知機能
または事故通知ハガキを利用し、
速やかに東京海上日動へ
次の事項をご連絡ください。

ケガをされたとき 法律上の賠償責任を負うおそれのある
事故を起こされたとき

突然死（急性心不全、
脳内出血など）されたとき

東京海上日動
平日

9：00～17：00

北海道

静岡

青森 岩手 宮城
秋田 山形 福島
茨城 栃木 群馬
埼玉 千葉 東京
神奈川 新潟
山梨 長野

東
北

東
海

関
東・甲
信
越

東京海上日動 北海道スポーツ安全保険コーナー
0120-789-027 ／ 011-271-7432

〒060-8531　札幌市中央区大通西3-7
岐阜 愛知
三重

福岡 佐賀 長崎
熊本 大分 宮崎
鹿児島 沖縄

富山 石川 福井
滋賀 京都 大阪
兵庫 奈良 和歌山
鳥取 島根 岡山
広島 山口 徳島
香川 愛媛 高知

北
陸・近
畿

東
海

九
州

中
国・四
国

東京海上日動 東海スポーツ安全保険コーナー
0120-789-057 ／ 052-201-9654

〒460-8541　名古屋市中区丸の内2-20-19
東京海上日動 東北スポーツ安全保険コーナー
0120-789-037 ／ 022-225-6326

〒980-8460　仙台市青葉区中央2-8-16

東京海上日動 関東スポーツ安全保険コーナー
0120-789-047 ／ 03-6632-0479

〒105-8551 東京都港区西新橋3-9-4

東京海上日動 静岡スポーツ安全保険コーナー
0120-789-059 ／ 054-254-4235

〒420-8585　静岡市葵区紺屋町17-1

東京海上日動 近畿スポーツ安全保険コーナー
0120-789-067 ／ 06-6203-0677

〒541-8555 大阪市中央区高麗橋3-5-12

東京海上日動 九州スポーツ安全保険コーナー
0120-789-095 ／ 092-281-8375

〒812-8705　福岡市博多区綱場町3-3

東京海上日動中・四国スポーツ安全保険コーナー
0120-789-085 ／ 082-511-9483

〒730-8730 広島市中区八丁堀3-33

スポあんネットの事故通知機能または
事故通知ハガキを利用し、速やかに
東京海上日動へ次の事項をご連絡ください。

事故の
ご連絡先

加入手続きの
ご不明点

ご不明な点は、「スポあんネット」の
よくあるご質問、チャットボットをご確認ください。
なおもご不明な場合には、スポーツ安全協会コンタクトセンター
（03-5510-0033　平日9:30～17:00）にご照会ください。

システム利用料は申込みごとにかかります。
（掛金とともにお支払い）

よくあるご質問

掛金合計額 5万円未満 5万円以上
システム利用料 140円 360円

掛金が変わりました。

掛金が変わりました。

税込み

令和8年4月1日から
令和9年3月31日まで

令和8年度（2026年度）

スポーツ安全保険Ⓡ

団体活動のための補償制度
スポーツ／文化活動／ボランティア活動

保険期間

あらまし

傷害保険 賠償責任保険 突然死
葬祭費用保険

傷害による入・通院、手術、
後遺障害、死亡を補償
※熱中症、細菌性・ウイルス性食中毒も対象

対人・対物事故により負った
法律上の損害賠償責任を補償

突然死（急性心不全、脳内出血など
による死亡）に際し、親族が負担
した葬祭費用を補償

3つの補償が皆様の活動をサポート

小さな
掛金で

充実補
償

熱中症
も

対象

ネットで

簡単手
続き

8 1 23
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資 料請 求3
※平日 9：00～17：00 資料請求以外のご照会はお受けできません。

各種資料のご請求は、スポーツ安全協会ホームページ または お電話（ 0120-222-410※）で
受付けております。

幹事保険会社：
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4 ラ・メール三番町10階 
担当課：公務第二部 文教公務室　 0120-233-801

加入手続き1

「スポあんネット」URL https://www.sportsanzen.org/spoannet/

各種お手続き・お問い合せ先4
インターネットから受付けております。

STEP2STEP1 IDを取得 名簿作成・登録 STEP3 支払い
｢スポあんネット｣を利用するための
会員登録を行い、会員IDを取得。
※会員IDをお持ちの団体は、
再度会員登録を行う必要は
ありません。年度ごとの
会員登録は不要です。

｢スポあんネット｣にログインをし、
団体員名簿を作成の
うえ、掛金の支払方法
を選択。

選択した方法で支払期限内に掛金
およびシステム利用料を支払う。
※コンビニエンスストア
またはPay-easyでの
お支払いとなります。

■この保険は同一団体で1口しか加入できません。■複数の団体に所属されている方は、団体ごとにご加入ください。■年度途中での加入区分の変更はできません。
全ての加入区分におけるご注意！

P.2、P.3とを
合わせてご覧ください。2 3

スポーツ
活動

文化
活動等

危険度の
高い
スポーツ
活動

加入対象者
加入区分 補償対象となる団体活動（学校管理下を除く）

※加入手続きをいただいた団体の活動に限ります。

子ども
（中学生以下）

※特別支援学校高等部の生徒を含む

全年齢

大人
（高校生以上）

子ども
（中学生以下）
※特別支援学校
高等部の生徒を含む

大人
（高校生以上）

スポーツ
活動 文化活動 ボランティア

活動 地域活動A1

加入区分は加入者ごとに
ご選択ください。

CW
64歳以下

BW
65歳以上

B
65歳以上

スポーツ活動
（指導・審判を含む）

C
64歳以下

D 危険度の高いスポーツ活動（指導・審判を含む）

AW

準備・片付け・応援・団体員の送迎 ※送迎中の自動車事故については、
　賠償責任保険の対象となりません。

文化活動 ボランティア活動 地域活動A2
A2区分は65歳
以上の方も
加入できます。

64歳以下はC区分、65歳以上はB区分となります。
年齢の判断は、「令和8年4月1日」を基準とします。
！

64歳以下はCW区分、65歳以上はBW区分と
なります。
年齢の判断は、「令和8年4月1日」を基準とします。

！

　　区分の補償となる団体活動に加え、
個人活動も対象
A1

区分の補償となる団体活動に加え、
個人活動も対象
C

区分の補償となる団体活動に加え、
個人活動も対象
B

ワ
イ
ド
コ
ー
ス（
個
人
活
動
補
償
型
）

運動競技および身体運動であって、心身の健全な発達を図るためにされるものをいいます。なお、次の活動もスポーツ活動となります。（危険度の高いスポーツ活動はＤ区分での加入となります。）
●各種体操、太極拳、ヨガなどのフィットネス ●各種ダンス、バレエ、阿波踊り、よさこい、よさこいソーラン、バトントワリング、カラーガードなどのダンス、踊り
●ウォーキング、ハイキング、釣り、キャンプ、サイクリングなどの野外活動 ●運動会、球技大会など　

◉団体活動を行う4名以上の方々でご加入ください。
団体員の年齢、スポーツ活動の有無、スポーツ活動の種類および補償範囲によって加入区分が異なります。

■スポーツ活動とは、次の活動を言います。

■A2区分ではスポーツ活動（指導・審判を含む）中の事故は補償の対象とはなりません。
ボランティア、地域活動、団体活動の支援であってもその活動にスポーツ活動が含まれる場合や、加入団体でのスポーツ活動中の事故を含めて補償を受けたい場合は、
C区分、B区分またはD区分でご加入ください。

加入区分・掛金・補償額1入・通院保険金は医療費の実費ではなく、下表のとおり1日当たりの定額保険金が支払われます。（各自治体の助成等で治療費が
かからない場合でもお支払いの対象となります。）手術保険金についてはP.5傷害保険「支払われる保険金」（5）をご覧ください。
自動車事故によって賠償責任を負った場合は対象外となります。
P.6賠償責任保険「保険金が支払われない主な場合」（2）③をご確認のうえご加入ください。 

傷害保険

賠償責任保険

年間掛金には、制度運営費10円（税込み）が含まれます。

3,000万円 4,500万円 4,000円 1,500円 180万円800円 団体活動中
と

その往復中

対人・対物賠償
合算1事故 5億円
（ただし、対人賠償は1人 2億円）

600万円 1,800円 1,000円900万円 180万円1,200円 団体活動中
と

その往復中

対人・対物賠償
合算1事故 5億円
（ただし、対人賠償は1人 2億円）

2,000万円 4,000円 1,500円3,000万円 180万円2,000円
団体活動中

と
その往復中

対人・対物賠償
合算1事故 5億円
（ただし、対人賠償は1人 2億円）

500万円 750万円 1,800円 1,000円 180万円11,000円 団体活動中
と

その往復中

対人・対物賠償
合算1事故 5億円
（ただし、対人賠償は1人 2億円）

2,000万円 4,000円 1,500円3,000万円 180万円800円 団体活動中
と

その往復中

対人・対物賠償
合算1事故 5億円
（ただし、対人賠償は1人 2億円）

対象
範囲

突然死葬祭
費用保険
支払限度額

死亡 後遺障害
（最高）

年間掛金
（1人当たり）

賠償責任保険
支払限度額
（免責金額なし）

傷害保険金額
事故の日からその日を含めて180日以内

入院
日額

1日目から/
180日限度

通院
日額

1日目から/
30日限度

中途加入・中途脱退の場合
でも年間掛金を適用します。

2,100万円 5,000円 2,000円

100万円 1,000円 500円

3,150万円

150万円 対象外

180万円
5,000円

団体活動中
と

その往復中

上記以外

対人・対物賠償
合算1事故 5億500万円
（ただし、対人賠償は1人 2億500万円）

対人・対物賠償
合算1事故 500万円

700万円 2,800円 1,500円

100万円 1,000円 500円

1,050万円

150万円 対象外

180万円
5,000円

上記以外

団体活動中
と

その往復中

対人・対物賠償
合算1事故 5億500万円
（ただし、対人賠償は1人 2億500万円）

対人・対物賠償
合算1事故 500万円

3,100万円 4,650万円 5,000円 2,000円

対象外

細菌性・ウイルス性食中毒の場合、保険金額はA1区分と同額

細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません。

就業中（職務として団体活動の指導にあたる場合など）、
細菌性・ウイルス性食中毒の場合、保険金額はC区分と同額

就業中、細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません。

就業中（職務として団体活動の指導にあたる場合など）、
細菌性・ウイルス性食中毒の場合、保険金額はB区分と同額

就業中、細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません。

180万円
1,450円

100万円 150万円 1,000円 500円

団体活動中
と

その往復中

上記以外

対人・対物賠償
合算1事故 5億500万円
（ただし、対人賠償は1人 2億500万円）

対人・対物賠償
合算1事故 500万円

■加入手続きに不備がありますと、保険金が支払われないことがあります。

●山岳登はん（注1） ●アメリカンフットボール ●ボブスレー、リュージュ、スケルトン●スカイダイビング
●航空機（グライダーおよび飛行船を除く。）の操縦 ●超軽量動力機（注2）、ハンググライダー（注3）、ジャイロプレーンの搭乗
●その他これらに類するスポーツ活動
（注1）冬山登山、岩登り、沢登り、フリークライミング（スポーツクライミングを除く。）など特殊な技術と経験を要するもの。（具体的には、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの）
（注2）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
（注3）パラグライダーの搭乗は、C区分またはB区分となります。

■危険度の高いスポーツ活動とは、次の活動を言います。

事故通知・保険金請求手続き2

事故発生のご連絡が遅れたり、保険金請求書その他の必要書類のご提出がない場合には、保険金が支払われないことや、減額して支払われるこ
とがあります。保険金請求権には、時効（3年）がありますのでご注意ください。保険金請求の際には、保険金請求書に事故日時点での団体代表者
の記名・捺印が必要となります。未成年者が被保険者の場合、保険金請求書および示談書に親権者の署名・捺印が必要です。

！
ご注意

①団体名 ②団体代表者氏名（フリガナ）、電話番号 ③
負傷者の住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号 ④加
入依頼番号 ⑤加入手続日 ⑥加入区分 ⑦事故の日時、
場所、詳細状況 ⑧傷害の内容 ⑨入院の有無
※事故通知後、被保険者（負傷者）へ保険金請求に必要な
書類一式が直接送付されます。
※入通院保険金請求額の合計が30万円以下の場合は、東京海上日動
からの求めがない限り、原則医師の診断書のご提出は不要です。

速やかに電話で下記東京海上日動のスポーツ安全
保険コーナーへ次の事項をご連絡ください。

①団体名 ②団体代表者氏名、電話番号 ③加害者および負
傷者（物の場合は所有者など）の住所、氏名、年齢、電話番号 
④加入依頼番号 ⑤加入手続日 ⑥事故の日時、場所、原因、
詳細状況 ⑦身体の障害または物損（※1）の程度など
（※1）物損については、状況が把握できるよう現場写真や修理見積書を
とっておいてください。

※示談交渉は被保険者（加害者）に行っていただきます。なお、示
談に際しては、事前に東京海上日動と十分ご相談ください。東京
海上日動の承認を得ずに示談をされた場合には、示談金額の全部
または一部について保険金として支払われない場合があります。

①団体名 ②団体代表者氏名（フリガ
ナ）、電話番号 ③被災者の住所、氏名
（フリガナ）、年齢、電話番号 ④加入依
頼番号 ⑤加入手続日 ⑥加入区分 ⑦
事故の日時、場所、詳細状況 ⑧死亡日
時・原因（病名）

スポあんネットの事故通知機能
または事故通知ハガキを利用し、
速やかに東京海上日動へ
次の事項をご連絡ください。

ケガをされたとき 法律上の賠償責任を負うおそれのある
事故を起こされたとき

突然死（急性心不全、
脳内出血など）されたとき

東京海上日動
平日

9：00～17：00

北海道

静岡

青森 岩手 宮城
秋田 山形 福島
茨城 栃木 群馬
埼玉 千葉 東京
神奈川 新潟
山梨 長野

東
北

東
海

関
東・甲
信
越

東京海上日動 北海道スポーツ安全保険コーナー
0120-789-027 ／ 011-271-7432

〒060-8531　札幌市中央区大通西3-7
岐阜 愛知
三重

福岡 佐賀 長崎
熊本 大分 宮崎
鹿児島 沖縄

富山 石川 福井
滋賀 京都 大阪
兵庫 奈良 和歌山
鳥取 島根 岡山
広島 山口 徳島
香川 愛媛 高知

北
陸・近
畿

東
海

九
州

中
国・四
国

東京海上日動 東海スポーツ安全保険コーナー
0120-789-057 ／ 052-201-9654

〒460-8541　名古屋市中区丸の内2-20-19
東京海上日動 東北スポーツ安全保険コーナー
0120-789-037 ／ 022-225-6326

〒980-8460　仙台市青葉区中央2-8-16

東京海上日動 関東スポーツ安全保険コーナー
0120-789-047 ／ 03-6632-0479

〒105-8551 東京都港区西新橋3-9-4

東京海上日動 静岡スポーツ安全保険コーナー
0120-789-059 ／ 054-254-4235

〒420-8585　静岡市葵区紺屋町17-1

東京海上日動 近畿スポーツ安全保険コーナー
0120-789-067 ／ 06-6203-0677

〒541-8555 大阪市中央区高麗橋3-5-12

東京海上日動 九州スポーツ安全保険コーナー
0120-789-095 ／ 092-281-8375

〒812-8705　福岡市博多区綱場町3-3

東京海上日動中・四国スポーツ安全保険コーナー
0120-789-085 ／ 082-511-9483

〒730-8730 広島市中区八丁堀3-33

スポあんネットの事故通知機能または
事故通知ハガキを利用し、速やかに
東京海上日動へ次の事項をご連絡ください。

事故の
ご連絡先

加入手続きの
ご不明点

ご不明な点は、「スポあんネット」の
よくあるご質問、チャットボットをご確認ください。
なおもご不明な場合には、スポーツ安全協会コンタクトセンター
（03-5510-0033　平日9:30～17:00）にご照会ください。

システム利用料は申込みごとにかかります。
（掛金とともにお支払い）

よくあるご質問

掛金合計額 5万円未満 5万円以上
システム利用料 140円 360円

掛金が変わりました。

掛金が変わりました。

税込み

令和8年4月1日から
令和9年3月31日まで

令和8年度（2026年度）

スポーツ安全保険Ⓡ

団体活動のための補償制度
スポーツ／文化活動／ボランティア活動

保険期間

あらまし

傷害保険 賠償責任保険 突然死
葬祭費用保険

傷害による入・通院、手術、
後遺障害、死亡を補償
※熱中症、細菌性・ウイルス性食中毒も対象

対人・対物事故により負った
法律上の損害賠償責任を補償

突然死（急性心不全、脳内出血など
による死亡）に際し、親族が負担
した葬祭費用を補償

3つの補償が皆様の活動をサポート

小さな
掛金で

充実補
償

熱中症
も

対象

ネットで

簡単手
続き

8 1 23

2026年度（保険期間︓2026年4月1日～2027年3月31日）




